
発生予防と早期発見■早期対応  
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発生予防と早期発見・早期対応のための連携   
※乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業は、平成21年4月より法定化■努力義務化   





平成21年度「乳児家庭全戸訪問事業」及び「養育支援訪問事業」都道府県別実施状況  

乳児家庭全戸訪問事業  
養育支援訪問事業  

乳児家庭全戸訪問事業  

（こんにちは赤ちやん事業）  （こんにちは赤ちやん事業）  
養育支援訪問事業  

実施市区町村数   実施率   実施市区町村数   実施率  実施市区町村数   実施率   実施市区町村数   実施率   

北 海 道   150   83．3％   100   55．6％   滋 賀 県   23   88．5％   61．5％   

青 森 県   27   67．5％   14   35．0％   京 都 府   20   76．9％   65．4％   

岩 手 県   35   100．0％   29   82．9％   大 阪 府   33   76．7％   33  76．7％   

宮 城 県   36   100．0％   32   88．9％   兵 庫 県   41   100．0％   24   58．5％   

秋 田 県   21   84．0％   8   32．0％   奈 良 県   24   61．5％   19   48．7％   

山 形 県   35   100．0％   25   71．4％   和歌山県   24   80．0％   56．7％   

福 島 県   52   88．1％   24   40．7％   鳥 取 県   18   94．7％   63．2％   

茨 城 県   39   88．6％   25   56．8％   島 根 県   21   100．0％   81．0％   

栃 木 県   29   96．7％   18   60．0％   岡 山 県   25   92．6％   24   88．9％   

群 馬 県   33   91．7％   26   72．2％   広 島 県   22   95．7％   65．2％   

埼 玉 県   52   74．3％   32   45．7％   山 口 県   20   100．0％   14   70．0％   

干 葉 県   47   83．9％   24   42．9％   徳 島 県   22   91．7％   66．7％   

東 京 都   44   71．0％   39   62．9％   香 川 県   17   100．0％   10   58．8％   

神奈川 県   23   69．7％   19   57．6％   愛 媛 県   14   70．0％   9   45．0％   

新 潟 県   30   96ノ8％   58．1％   高 知 県   21   61．8％   47．1％   

冨 山 県   13   86．7％   8   53．3％   福 岡 県   42   63．6％   31   47．0％   

石 川 県   18   94．7％   89．5％   佐 賀 県   20   100．0％   60．0％   

福 井 県   94，1％   5   29．4％   長 崎 県   22   95．7％   73．9％   

山 梨 県   23   82．1％   20   71．4％   熊 本 県   37   78．7％   18   38．3％   

長 野 県   73   91．3％   44   55．0％   大 分 県   16   88．9％   10   55．6％   

岐 阜 県   36   85．7％   16   38．1％   宮 崎 県   16   57．1％   5   17．9％   

静 岡 県   33   89．2％   20   54．1％   鹿児島県   28   62．2％   26．7％   

愛 知 県   57   93．4％   36   59．0％   沖 縄 県   40   97．6％   18   43．9％   

24   三 重 県    82．8％  四  51．7％   全 国 計   1，512   84．1％   996   55．4％   

※ 各都道府県には政令指定都市・中核市を含む。  平成20年度   1，247   72．2％   799   45．3％   

※ 雇用均等・児童家庭局総務課調（平成21年7月1日現在）  

※ 平成20年度については「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」の実施状況（平成20年度次世代育成支援対策交付金交付決定ベース）   



訪問できな力＼った家庭についてどのように対応しています力＼。  

事業の周知を図り各家庭が受け入れ易い環境を作っていますか？  

1．改めて訪問の趣旨を説明し、訪問の同意が得られるよう努  
力していますか？  

2．訪問の同意が得られないこと自体が支援を必要とする状態  
になっている可能性を示すものとして受け止めましたか？  

1く＝ゝr   

3．ケース対応会議において、支援の必要性についての判断をし  
ましたか？   

（乳児家庭全戸訪問事業ガイドラインより）   

・■ －■ ■ t ● ■ ■ ■ ■ ■■ ■ 一 ■ ■■ －■■■■■ －■－－ ■■ － －■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■－ － ■■一 ■■■■■－ ■－ ■ ■ －■ ■ ■■■■一■ ■■■■■■‾ ■－ ■1  

① 訪問者は、訪問できなかったことを、速やかに市町村の担当部署   
に報告します。  

② 報告を受けた市町村の担当部署は、支援の必要性を判断するため   
にも、可能な限り保健師等の専門職による訪問を検討します。  

③ 市町村担当部署は、訪問者から報告された結果やこれまでの保健   
活動で得られた情報等を参考に、支援の必要性を検討すべきと判断   
した家庭についてケース検討会議を開催します。  

④ ケース検討会議は、本事業担当者だけではな＜、市町村の母子保   
健担当者、児童福祉担当者等のほか、必要に応じて訪問者や養育支   
援訪問事業の中核機閲（要保護児童対策地域協議会の調整機関）の   
職員等の参加を求めて実施します。  ’ 

L＿＿＿＿二二∴二＿二⊥＿二∴＿二＿二二二＿⊥二＿▼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一  

⊥・く：｝  

4．支援が必要な家庭については、養育支援訪問事業や母子保   
健事業等の具体的支援の必要性を検討し、その後の支援に   
ついて担当部署に引き継ぎます。  

20   



雇児発第0316001号  

平成21年3月16日  

道 府 県  

定 都 市   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

乳児家庭全戸訪問事業ガイドラインについて  

子育て支援の推進にあたっては、かねてより特段のご配慮をいただいているところであるが、  

この度、別添のとおり、「乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン」を策定したので、通知する。   

今般、「生後4か月までの全戸訪問事業」は「乳児家庭全戸訪問事業」として、児童福祉法等  

の一部を改正する法律（平成20年法律第85号）により、本年4月より児童福祉法に位置づけら  

れ、市町村における実施の努力義務が課されることとなっており、今後、全ての市町村で事業が  

効果的に実施されることが求められるところである。   

そのため、本ガイドラインは、市町村において少なくとも当面取り組むべき内容を定め、事業  

のあり方を明確にしたものであり、市町村においては、本ガイドラインを基本として事業を実施す  

るとともに、地域の実情に応じて本ガイドラインの内容を超えて一層の取組が行われることが期  

待されるものである。   

貴職におかれては、このような観点から、本ガイドラインに沿って「乳児家庭全戸訪問事業」が  

一層充実して実施されるよう、管内地方公共団体並びに関係機関に周知するとともに、全ての市  

町村において事業が効果的に実施されるよう、情報提供や必要な研修を実施する等、事業の実  

施と充実のためにご尽力願いたい。   

また、併せて本事業が社会福祉法における第2種社会福祉事業に位置づけられたことから、  

都道府県においては、事業の届出及び指導監督等についてもご配慮いただきたい。   

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定に基づく  

技術的な助言である。  
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乳児家庭全戸訪問事業  

乳児家庭全戸訪問事業ガイドライ  

1．事業目的   

すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において  

様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が  

必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子ども  

が健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とした、広く一般を対象とした子育て  

支援事業である。  
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2．対象者   

原則として生後4か月を迎えるまでの、すべての乳児のいる家庭を事業の対象とする。  

ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況  

が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない  

場合は対象として差し支えない。   

なお、次の家庭については訪問の対象としないことで差し支えないが、②③に掲げる  

場合については、訪問の同意が得られないことや長期の里帰り出産等の状況自体が支援   

が必要となる可能性を示すものとして、支援が特に必要と認められる家庭に準ずる家庭   

と位置づけることとし、その後の対応については、「10．ケース対応会議における支援   

の必要性についての判断等」に基づき適切な対応を図ること。   

①養育支援訪問事業の実施などにより、既に情報提供や養育環境の把握ができてい  

る場合   

②訪問の同意が得られず、改めて訪問の趣旨を説明し本事業の実施の働きかけを行  

ったにもかかわらず同意が得られない場合   

③子の入院や長期の里帰り出産等により生後4か月を迎えるまでには当該市町村の  

住居に子がいないと見込まれる場合  
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3．訪問時期等   

対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、  

生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認で   

きており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、  

少なくとも経過後1か月以内に訪問することが望ましい。   

なお、できる限り早期に訪問し支援を行うことが望ましいことから、市町村において  

独自に早期の訪問時期を定めることが適当である。  

4．母子保健法に基づく訪問指導との関係   

本事業はすべての乳児のいる家庭が対象であり、子育て支援に関する情報提供や養育  
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乳児家庭全戸訪問事業  

環境等の把握を行い、必要なサービスにつなげる事業である。一方、母子保健法に基づ  

く訪問指導は、母子保健の観点から乳幼児のいる家庭を対象として、必要な保健指導等  

を行う事業である。   

このように、両事業は法的な位置づけや、第一義的な目的は異なるものの、いずれも  

新生児や乳児がいる家庭へのサポートを行うものであり、密接な関係にある。このため、  

効果的かつ効率的な事業実施の観点からも、母子保健法に基づく新生児訪問等の乳児に  

対する訪問指導を実施している市町村の判断により、これらの訪問指導等と併せて本事  

業を実施することとして差し支えない。   

なお、支援の必要性が高いと見込まれる家庭に対しては可能な限り保健師等の専門職  

が訪問することとし、市町村と都道府県の母子保健担当部署との連携の下、母子保健法  

に基づく新生児訪問や乳凪こ対する訪問指導の必要性がある場合には、優先的にこれら  

を実施すべきである。その上で本事業を実施する場合は、事前の情報等を踏まえ、対象  

家庭の状況に配慮し、母子保健法に基づく訪問指導の際に本事業訪問者が同行する等の  

対応が望まれる。  

5．地域の子育て支援事業等との連携   

本事業の実施において、地域における他の子育て支援事業等との密接な連携を図るこ   

とは、子育て家庭に対する多様な支援が可能となり、地域の子育て支援活動のネットワ  

ークの強化につながることから、こうした連携に取り組むことが望まれる。  

6．訪問者  

（1）訪問者については、保健師、助産師、看護師の他、保育士、母子保健推進員、愛育   

班員、児童委員、母親クラブ、子育て経験者等から幅広く人材を発掘し、訪問者とし   

て登用して差し支えない。  

なお、訪問者について市町村独自に専門職に限る等の資格要件を設けることは差し   

支えない。  

（2）訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修を受けるもの   

とする。  

7．実施内容  

（1）本事業は以下の内容を実施するものとする。  

①育児に関する不安や悩みの傾聴、相談  

②子育て支援に関する情報提供  

③乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握  

④支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整  

（2）実施内容については、市町村の判断により訪問者の専門性に配慮したものとし、必  
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乳児家庭全戸訪問事業  

要に応じて専門職と専門職以外の訪問者との役割分担を明確にするなどの対応をとる  

ことが望ましい。  

8．事業の実施における留意事項  

（1）事業の周知  

事業を効果的に進めるためには、対象者に事業の趣旨と内容及び訪問を受けること   

のメリット等が理解されることが必要不可欠であり、母子健康手帳交付や出生届受理   

等の機会を活用して本事業の積極的な周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を   

得るよう調整する等、対象家庭や地域の実情に応じて訪問を受けやすい環境づくりを   

進める。  

（2）支援の必要性と訪問者  

市町村の児童福祉担当部署と母子像陸担当部署との連携の下、事前の情報等を踏ま   

え、支援の必要性が高いと見込まれる家庭に対しては可能な限り保健師等の専門職が   

できるだけ早期に訪問する。  

9．実施方法  

（1）訪問の連絡調整等  

訪問にあたっては、事業周知の際におよその訪問時期をあらかじめ知らせておく、   

あるいは訪問者が対象家庭に個別に連絡をとるなど、親子の受け入れ状況に配慮した   

訪問を心がける。  

（2）訪問者の身分の提示  

訪問の際は、身分証を提示するなどして市町村からの訪問者であることを明確にす  

る。  

（3）訪問に際しての留意事項   

①育児に関する不安や悩みの傾聴、相談  

訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受容的  

な対応を心がける。   

②子育て支援に関する情報提供  

訪問の際は、地域子育て支援拠点事業等の実施場所一覧表・母子保健事業の一  

覧などにより、地域の様々な子育て支援に関する情報を提供する。   

③養育環境等の把握  

訪問者は、訪問の際に養育環境等の把握を行う。養育環境の把握方法や報告内  

容については、訪問者の専門性に応じたものとし、研修等の実施により十分に理  

解した上で実際の訪問を行う。  

特に、訪問者が専門職以外の場合には、保健師等の専門職が訪問結果の報告に  

基づいて養育環境等をアセスメントする体制を整えること。  
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乳児家庭全戸訪問事業  

○養育環境等の把握のための項目の例示（訪問結果報告例）  

10．ケース対応会議における支援の必要性についての判断等  

訪問実施後、次の手順によりその後の支援の必要性を判断し、支援内容等を決定す  

る。  

①訪問者は、訪問結果について、訪問結果報告書に基づき速やかに市町村の担当部  

署に報告する。  

また、緊急に対応すべき場合は、報告形式にこだわらず即座に報告し、追って  

報告書に基づき報告する。  

②市町村埴当部署においては、訪問者から報告された結果を参考に、支援の必要性  

を検討すべきと判断される家庭についてケース対応会議を開催する。  

③ケース対応会議は、本事業担当者、市町村における母子保健担当者、児童福祉担  

当者等のほか、必要に応じて訪問者や養育支援訪問事業中核機関又は子どもを守  

る地晩ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）調整機関（以下「調整機関」  

という。）の職員等が参加し開催する。  

④ケース対応会議においては、支援の必要性とその後の支援内容等について、以下  

の点に留意し決定する。  

ア 支援が必要な家庭については、養育支援訪問事業や母子保健事業等の具体  

的支援の必要性について検討し、その後の支援について担当部署に引き継  
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乳児家庭全戸訪問事業  

ぐ。  

イ 支援が特に必要と判断された家庭については、調整機関に連絡し必要な支   

援内容等について協議する。  

り 訪問できなかった家庭については、引き続きその状況等の把握に努め、支   

援の必要性についての可能性を検討した上で、必要に応じてア又はイの対   

応を行う。  

11．訪問者の研修プログラム  

（1）必要な研修プログラムについては、各地域の実情に応じて実施するものとし、実施   

に当たっては、家庭訪問に同行することや援助場面を想定した実技指導（ロールプレ   

イング等）などを組み込み、訪問の内容及び質が一定に保てるよう努める。  

なお、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分については省   

略しても差し支えないものとする。  

（2）訪問者の研修は、①訪問実施前に実施する基礎的研修、②実際の訪問における問題   

解決のための技術向上研修、③事例検討などの応用的研修など、訪問者の能力と必要   

性に応じて計画的に実施すること。  

○こんにちは赤ちゃん事業 訪問者基礎的研修プログラム例  

・事業の意義と目的  

・個人情報の保護  

・傾聴とコミュニケーション  

・訪問の実際  

・地域の子育て支援の情報  
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12．個人情報の保護と守秘義務  

事業の実施を通じて訪問者が知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持のため、   

以下の対応等により万全を期すム  

①個人情報の適切な管理や守秘義務についての規程を定め、これを事業の従事者に  

周知する。  

②特に訪問者に対しては、個人情報の適切な管理や守秘義務について研修等を行い  

周知徹底する。  

③非常勤職員の委嘱手続等においては、誓約書を取り交わすことなどの具体的措置  

を講じる。  

13．委託先について  

（1）事業の委託先としては、本事業を適切に行う観点から、少なくとも以下の要件を満  
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たすことが必要である。  

①必要な研修を受講した訪問者を配置するなど、本事業を適正かつ円滑に遂行しう   

る体制を整えていること。   

②訪問者に対して、個人情報保護や守秘義務に関する研修を受講させ、本事業に係   

る個人情報の具体的な管理方法等についてもー定の規程を設けるなど、委託に係   

る事務に関して知り得た個人情報を適切に管理し、秘密を保持するために必要な   

措置を講じること。  

（2）市町村は、事業主体としての責任を果たす観点から、委託先との関係について、   

以下のような点に留意する。  

①委託先に対して、本事業を適切に実施するために必要十分な情報提供を行うこと。  

②委託先の事業実施状況の把握や指導等により、適正な事業運営を確保すること。  

（3）なお、既に子育て支援拠点事業を実施している法人が本事業を併せて実施するこ   

とは、地域の子育て家庭に対して多様な支援が可能となり、地域の子育て支援活動   

のネットワークの強化につながるといった観点から、このような法人に委託を進め   

ることも有効である。   

ただし、この場合においては、事業の実施に当たり、訪問結果の報告や支援の必   

要性の検討について、市町村の母子保健担当部署及び児童福祉担当部署との十分な   

連携に努めるべきある。  

14．第2種社会福祉事業の届出等  

児童福祉法等の一部を改正する法律（平成20年法律第85号）により、第2種社会   
福祉事業として適切に事業開始の届出を行うとともに、都道府県の指導監督を受ける   

こと。  

15．子育て支援における地味力の醸成  

本事業は、すべての乳児のいる家庭を対象とするため、地域における子育て支援の   

ニーズを広く把握することが可能であることから、こうした子育て支援のニーズに関   

する情報等を、必要な地域の子育て支援サービスの拡充のために活かすことが求めら   

れる。  
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